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全国社会保険労務士会連合会  
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（ 公 印 省 略 ）   

 

年金事務所の適用・徴収機能の移管・集約及び事務センターの統合・集約について 

 

平素は、当連合会の事業運営にご協力賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、日本年金機構経営企画部長より平成２８年５月２７日付年機構発第１

号「年金事務所の適用・徴収機能の移管・集約及び事務センターの統合・集約

について」により、別紙のとおり情報提供がございました。 

つきましては、貴会におかれましては、業務ご多忙の折大変恐縮ではござい

ますが、本件につき会員の皆様への周知を賜りますようお願い申し上げます。 

なお、本件は連合会ホームページ「会員専用ページ（通知・通達情報）」に掲

載しておりますことを申し添えます。 

（担当：業務部企画課） 
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